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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
概
要
と

税
務
に
つ
い
て

国
税
庁
長
官
官
房
企
画
官
兼
情
報
技
術
室
長
　
猪
野  

茂
氏

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
意
義

　

皆
さ
ん
、
き
ょ
う
は
ご
多
数
お
集
ま
り
い
た

だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ

か
ら
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
概
要
と
税
務
に

つ
い
て
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話
し
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

は
じ
め
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
意
義
を

三
つ
ご
説
明
し
ま
す
。
一
つ
目
は
「
公
平
・
公

正
な
社
会
の
実
現
」
で
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

使
っ
て
税
情
報
の
名
寄
せ
や
突
合
な
ど
を
す
る

こ
と
で
所
得
を
正
確
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
税
に
と
ど
ま
ら
ず
、

例
え
ば
地
方
税
当
局
で
把
握
し
た
所
得
情
報
は
、

社
会
保
障
分
野
で
も
使
用
さ
れ
ま
す
。

　

二
つ
目
は
「
行
政
事
務
の
効
率
化
」
で
す
。

こ
れ
は
名
寄
せ
に
よ
り
様
々
な
行
政
事
務
を
処

理
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
今
ま
で
手
作
業
で

や
っ
て
い
た
業
務
が
大
幅
に
効
率
化
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

　

三
つ
目
は
「
国
民
の
利
便
性
の
向
上
」
で
す
。

特
に
、
住
民
票
情
報
に
つ
い
て
添
付
省
略
等
を

図
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
例
え
ば
、
課
税
証
明

書
な
ど
、
今
ま
で
行
政
庁
に
い
ろ
い
ろ
な
添
付

書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
取
得
で
き
な
か
っ
た

も
の
も
、
申
請
を
受
け
た
役
所
が
シ
ス
テ
ム

上
、
そ
れ
ぞ
れ
税
務
当
局
や
住
民
票
の
管
理
部

局
等
に
情
報
の
照
会
を
か
け
る
の
で
、
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
で
手
続
が
済
む
よ
う
に
な
る
と
思
い
ま

す
。

　

い
よ
い
よ
今
年
10
月
か
ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
通
知
が
始
ま
り
ま
す
。
対
象
は
、
住
民
票
を

有
す
る
全
て
の
方
で
あ
り
、
1
人
一
つ
の
番
号

（
12
桁
）
が
記
載
さ
れ
た
通
知
カ
ー
ド
が
市
区

町
村
か
ら
送
ら
れ
て
き
ま
す
。
た
だ
し
、
日
本

国
籍
を
お
持
ち
の
方
で
も
、
国
外
に
在
住
し
て

い
る
た
め
、
日
本
国
の
住
民
票
の
な
い
方
に
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
付
番
さ
れ
ま
せ
ん
。
逆
に
、

外
国
籍
を
お
持
ち
の
方
で
あ
っ
て
も
、
日
本
に

在
住
し
て
お
り
、
日
本
国
の
住
民
票
を
有
す
る

場
合
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
付
番
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
国
税
庁
か
ら
、
登
記
上
の
本
店
所
在

地
に
1
法
人
一
つ
の
法
人
番
号
（
13
桁
）
が
通

知
さ
れ
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
個
人
情
報

保
護
の
観
点
か
ら
利
用
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い

る
の
に
対
し
、
法
人
番
号
は
ど
な
た
で
も
自
由

に
ご
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
こ
で
特
に
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、

講 演

■
と
き
：
平
成
27
年
6
月
19
日
㈮
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「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
一
生
使
う
も
の
な
の
で
、

大
切
に
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
ご
本
人
だ
け
で
は
な
く
、
ご
家
族
の
方

に
も
よ
く
伝
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、番
号
法
上
、社
会
保
障
・

税
・
災
害
対
策
分
野
の
三
つ
の
行
政
手
続
に
し

か
使
え
ま
せ
ん
が
、
様
々
な
場
面
で
利
用
さ
れ

ま
す
。

　

例
え
ば
、
お
子
様
が
お
ら
れ
る
場
合
は
、
毎

年
6
月
の
児
童
手
当
の
現
況
届
の
際
に
、
市
区

町
村
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
提
示
す
る
こ
と
が
必

要
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
厚
生
年
金
の
裁
定

請
求
の
際
や
、
証
券
会
社
や
生
命
保
険
会
社
な

ど
と
の
取
引
が
あ
る
場
合
に
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

を
提
示
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

勤
務
先
は
従
業
員
な
ど
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提

示
を
求
め
て
、
源
泉
徴
収
票
等
に
記
載
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
税
理
士
事
務
所
に
お
勤
め
の
方
で

あ
れ
ば
、
事
務
所
か
ら
「
源
泉
徴
収
票
の
作
成

に
必
要
な
の
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
提
供
し
て

く
だ
さ
い
」
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
示
を
求
め

ら
れ
ま
す
。
逆
に
税
理
士
事
務
所
を
経
営
し
て

い
る
場
合
に
は
、
経
営
者
の
方
は
、
従
業
員
の

皆
さ
ん
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
集
め
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
懸
念
へ
の
対
応

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
懸
念
へ
の
対
応
に
つ

い
て
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
国
民
の
利
便
性
は
向
上
し
ま
す
が
、
次

の
3
点
の
よ
う
な
懸
念
も
あ
り
ま
す
。

⑴　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
用
い
た
個
人
情
報
の
追

跡
・
名
寄
せ
・
突
合
の
結
果
、
集
積
・
集
約

さ
れ
た
個
人
情
報
が
外
部
に
芋
づ
る
式
に
漏

え
い
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
点

⑵　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
不
正
利
用
（
他
人
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
用
い
た
成
り
す
ま
し
）
等
に

よ
り
財
産
そ
の
他
の
被
害
を
負
う
の
で
は
な

い
か
と
い
っ
た
点

⑶　

国
家
に
よ
り
個
人
の
様
々
な
個
人
情
報
が

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
基
に
名
寄
せ
・
突
合
さ
れ

て
一
元
管
理
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ

た
点

　

例
え
ば
、
税
務
職
員
が
誰
か
の
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
か
ら
、
税
務
上
の
情
報
だ
け
で
な
く
、
年
金

な
ど
の
様
々
な
情
報
を
見
る
こ
と
が
で
き
て
し

◎猪野  茂（いの・しげる）氏
昭和62年国税庁入庁。平成6年尾鷲税務署長、平成20年国税
庁調査査察部国際調査管理官、同長官官房相互協議室長、
東京国税局調査第一部長を歴任、平成26年国税庁長官官房
企画官兼情報技術室長。
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ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
懸
念
に
対
し
て
は
、
幾
重
も
の

保
護
措
置
が
手
当
さ
れ
て
い
ま
す
。
シ
ス
テ
ム

面
に
お
い
て
は
、
個
人
情
報
を
一
元
的
に
管
理

せ
ず
に
分
散
し
て
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お

り
ま
す
。

　

ま
た
、
他
の
行
政
庁
と
情
報
連
携
を
行
う
際

も
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
は
違
う
符
号
を
用
い
て
、

い
わ
ゆ
る
「
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
介

し
て
照
会
を
か
け
ま
す
。
国
税
庁
、
厚
労
省
、

地
方
公
共
団
体
で
そ
れ
ぞ
れ
情
報
を
別
々
に
管

理
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
情
報
連
携
は
、
役
所
ご
と
に
異
な

る
符
号
を
使
う
の
で
、
仮
に
1
箇
所
で
情
報
漏

え
い
が
起
き
た
と
し
て
も
、
他
の
行
政
庁
に
お

い
て
も
漏
え
い
が
連
鎖
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

成
り
す
ま
し
に
関
す
る
懸
念
に
対
し
て
は
、

制
度
面
に
お
い
て
、
番
号
法
の
規
定
に
よ
る
も

の
を
除
き
、
特
定
個
人
情
報
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

を
そ
の
内
容
に
含
む
個
人
情
報
）
の
収
集
・
保

管
、
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
作
成
を
禁
止

し
て
お
り
、
社
会
保
障
や
税
の
手
続
に
お
い
て
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
す
る
場
合
で
も
、
個
人

番
号
カ
ー
ド
や
運
転
免
許
証
な
ど
、
顔
写
真
付

き
の
身
分
証
明
書
等
に
よ
っ
て
本
人
確
認
を
厳

格
に
行
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
万
が
一
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
漏
え
い
し
、
あ
る
い
は
盗
難

に
あ
っ
て
も
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
だ
け
で
手
続
が

す
べ
て
完
結
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
成
り
す

ま
し
に
よ
る
被
害
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

住
民
、
あ
る
い
は
一
納
税
者
で
あ
れ
ば
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
が
は
じ
ま
っ
て
も
、
作
業
的

に
大
き
な
影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
会
社
、
税

理
士
事
務
所
を
経
営
し
て
お
ら
れ
る
方
の
場
合

に
は
、
い
ろ
い
ろ
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
源
泉
徴
収
票
の
作
成
、
年
末
調
整
、

厚
生
年
金
や
雇
用
保
険
の
関
係
で
従
業
員
や
従

業
員
の
扶
養
家
族
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
供

を
受
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
様
式
に
記
入
し
て
税
務

署
や
年
金
事
務
所
、
健
保
組
合
な
ど
に
提
出
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
金
融
機
関
で

あ
れ
ば
な
お
の
こ
と
、
顧
客
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
の
提
供
を
受
け
ま
す
の
で
、
膨
大
な
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
付
き
の
特
定
個
人
情
報
を
扱
わ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
漏
え
い
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る

た
め
、
し
っ
か
り
と
し
た
準
備
が
必
要
に
な
り

ま
す
。

申
告
書
や
法
定
調
書
へ
の
番
号
記
載
時
期

　

申
告
書
や
法
定
調
書
へ
の
番
号
記
載
時
期
に

つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。

　

国
税
通
則
法
第
1
2
4
条
（
書
類
提
出
者
の

氏
名
、
住
所
及
び
番
号
の
記
載
等
）
に
は
「
国

税
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
税
務
署
長
そ
の
他

の
行
政
機
関
の
長
又
は
そ
の
職
員
に
申
告
書
、

申
請
書
、
届
出
書
、
調
書
そ
の
他
の
書
類
を
提

出
す
る
者
は
、
当
該
書
類
に
そ
の
氏
名
、
住
所

又
は
居
所
及
び
番
号
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

具
体
的
に
ど
の
書
類
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
、
あ

る
い
は
法
人
番
号
を
記
載
す
る
の
か
に
つ
い
て

は
、
税
法
の
各
条
文
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

　

ま
ず
、
所
得
税
の
申
告
書
は
、
平
成
28
年
1

月
1
日
の
属
す
る
年
分
以
降
の
申
告
書
か
ら
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
具

体
的
に
は
、
平
成
28
年
分
の
確
定
申
告
期
、
つ

ま
り
平
成
29
年
の
2
月
16
日
か
ら
3
月
15
日
ま

で
の
期
間
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
申

告
書
を
提
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
年
の
中
途
で
出
国
さ
れ
た
、
あ
る
い

は
年
の
中
途
で
お
亡
く
な
り
に
な
り
申
告
書
を

提
出
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
平
成
28
年
中

に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
し
た
申
告
書
を
提

出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
特
に
、

年
の
中
途
で
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
場
合
は
、

準
確
定
申
告
を
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま

す
の
で
、
相
続
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
し
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て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

次
に
、
法
人
税
は
、
平
成
28
年
1
月
1
日
以

降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
申
告
書
か
ら

法
人
番
号
の
記
載
が
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
平
成
28
年
12
月
末
決
算
の
場
合
、
法

人
税
申
告
書
の
提
出
期
限
は
平
成
29
年
2
月
28

日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
ま
で
に

法
人
番
号
を
記
載
し
た
申
告
書
を
提
出
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
中
間
申

告
書
、
新
設
法
人
あ
る
い
は
決
算
期
変
更
法
人

の
場
合
に
は
、
平
成
28
年
中
で
あ
っ
て
も
法
人

番
号
を
記
載
し
て
申
告
書
を
提
出
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

消
費
税
に
つ
い
て
も
、
個
人
・
法
人
で
異
な

り
ま
す
が
、
一
般
的
に
は
平
成
28
年
分
の
申
告

か
ら
番
号
の
記
載
が
必
要
と
な
り
、
法
定
調
書

に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収

票
に
つ
い
て
は
、
平
成
28
年
分
か
ら
番
号
の
記

載
が
必
要
と
な
り
、
平
成
29
年
1
月
31
日
ま
で

に
提
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

給
与
所
得
の
扶
養
控
除
等
（
異
動
）
申
告
書

に
つ
い
て
は
、
平
成
28
年
1
月
以
降
に
提
出
し

て
い
た
だ
く
も
の
か
ら
、
早
々
に
番
号
の
記
載

が
必
要
に
な
り
、
ま
た
、
3
月
に
定
年
退
職
さ

れ
る
方
が
お
ら
れ
る
場
合
に
は
、
退
職
所
得
の

受
給
に
関
す
る
申
告
書
に
つ
い
て
も
早
め
の
準

備
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

（※）�法定調書提出義務者（個人番号関係事務実施者）は、税務署に法定調書を提出する際に、金銭等の支払先の番号の記載とともに、提出義務
者本人の番号の記載も必要となります。

税目 記載対象 一般的な場合 28年中に提出される主な場合

所得税 平成28年1月1日の属する年分
以降の申告書から

平成28年分の場合⇒平成28年分の確
定申告期（平成29年2月16日から3月
15日まで）

●年の中途で出国⇒出国の時まで
●年の中途で死亡⇒相続開始があった
ことを知った日の翌日から4月を経過
した日の前日まで

贈与税 平成28年1月1日の属する年分
以降の申告書から

平成28年分の場合⇒平成29年2月1日
から3月15日まで

●年の中途で死亡⇒相続の開始があっ
たことを知った日の翌日から10月以内

法人税 平成28年1月1日以降に開始す
る事業年度に係る申告書から

平成28年12月末決算の場合⇒平成29
年2月28日まで

●中間申告書⇒事業年度開始の日以後
6月を経過した日から2月以内
●新設法人・決算期変更法人⇒決算の日
から2月以内

消費税 平成28年1月1日以降に開始す
る課税期間に係る申告書から

<個人>
平成28年分の場合⇒平成29年1月1日
から3月31日まで
<法人>
平成28年12月末決算の場合⇒平成29
年2月28日まで

●個人事業者が年の途中で死亡⇒相続
開始があったことを知った日の翌日か
ら4月を経過した日の前日まで
●中間申告書
●課税期間の特例適用

相続税 平成28年1月1日以降の相続又
は遺贈に係る申告書から

平成28年1月1日に相続があったこと
を知った場合⇒平成28年11月1日まで

●住所及び居所を有しないこととなると
き⇒住所及び居所を有しないこととな
る日まで

酒税・
間接諸税

平成28年1月1日以降の移出等
に係る申告書から

平成28年1月分の場合⇒平成28年2月
1日から2月29日まで ●平成28年中から提出

法定調書 平成28年1月1日以降の金銭等
の支払等に係る法定調書から（※）

（例）平成28年分給与所得の源泉徴収
票、平成28年分特定口座年間取引報
告書⇒平成29年1月31日まで
（注）平成28年1月1日前に締結された「税法
上告知したものとみなされる取引」に基
づき、同日以降に金銭等の支払等が行わ
れるものに係る「番号」の告知及び本人
確認については、同日から同日以降3年を
経過した日以後の最初の金銭等の支払
いの時までの間に行うことができます。

（例）
●配当、剰余金の分配及び基金利息の
支払調書は、支払の確定した日から1
月以内
●退職所得の源泉徴収票は、退職の日以
後1月以内

申請書・
届出書

平成28年1月1日以降に提出す
べき申請書等から 各税法に規定する、提出すべき期限 ●平成28年中から提出

（講演資料より）



8

番
号
法
上
の
本
人
確
認

　

番
号
法
上
の
本
人
確
認
に
つ
い
て
ご
説
明
し

ま
す
。

　

会
社
や
事
務
所
に
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
従

業
員
な
ど
か
ら
取
得
し
て
い
た
だ
く
場
合
に
は
、

利
用
目
的
の
明
示
と
、
厳
格
な
本
人
確
認
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
顧
客
や
従
業
員
に
対
し
て
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
提
供
を
受
け
る
目
的
を
示
す
必
要
が

あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、「
源
泉
徴
収
票
作
成
事

務
で
必
要
な
の
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
提
供
し
て

く
だ
さ
い
」
と
か
「
健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保

険
届
出
事
務
で
必
要
な
の
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

提
供
を
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
こ
と
を
、
社

内
規
則
や
社
内
L
A
N
、
あ
る
い
は
掲
示
板
な

ど
に
お
い
て
具
体
的
に
明
示
し
て
お
伝
え
し
て

い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
源
泉
徴
収
や
年
金
、
医
療
保
険
、
雇

用
保
険
な
ど
、
複
数
の
目
的
で
利
用
す
る
場
合

に
は
、
ま
と
め
て
利
用
目
的
を
明
示
し
て
い
た

だ
い
て
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

　

次
に
、
成
り
す
ま
し
な
ど
の
防
止
の
た
め
に

も
、
本
人
確
認
は
厳
格
に
し
て
い
た
だ
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。
レ
ン
タ
ル
ビ
デ
オ
店
に
行
っ
て

D
V
D
を
借
り
る
た
め
に
会
員
に
な
る
際
、

「
運
転
免
許
証
は
お
持
ち
で
す
か
」
な
ど
と
聞

か
れ
、
提
示
す
る
と
コ
ピ
ー
を
取
ら
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ

ッ
ト
で
お
酒
を
買
う
際
、「
身
分
証
明
書
を
見

せ
て
く
だ
さ
い
」
な
ど
と
お
願
い
さ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
一
般
的
な
本
人
確
認
は
、
今
申

し
上
げ
た
対
応
で
済
み
ま
す
が
、
番
号
法
上
の

本
人
確
認
は
更
に
厳
格
に
な
り
ま
す
。

　

番
号
法
上
の
本
人
確
認
は
、
記
載
さ
れ
た
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
が
正
し
い
か
ど
う
か
と
い
う
番
号

確
認
と
、
手
続
を
行
っ
て
い
る
人
が
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
正
し
い
持
ち
主
な
の
か
と
い
う
身
元
確

認
の
二
つ
が
あ
り
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
供
を
受
け
る
際
の
本
人

確
認
に
つ
い
て
は
、「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
が

活
用
で
き
ま
す
。
個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
通
知

カ
ー
ド
に
同
封
さ
れ
て
い
る
申
請
書
を
用
い
て
、

市
区
町
村
に
申
請
を
す
る
こ
と
に
よ
り
無
料
で

取
得
で
き
ま
す
。
こ
の
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」

が
あ
れ
ば
、
カ
ー
ド
の
裏
面
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

が
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
番
号
確
認
が
で
き
、

表
面
に
は
本
人
の
写
真
付
き
の
氏
名
と
住
所
が

記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
身
元
確
認
が
で
き
ま
す
。

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
が
な
い
場
合
に
は
、
番

号
は
通
知
カ
ー
ド
で
確
認
し
、
身
元
は
従
来
ど

お
り
運
転
免
許
証
や
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
写
真
付

き
の
公
的
書
類
等
で
確
認
し
ま
す
。
こ
の
ほ
か

に
も
、
様
々
な
ケ
ー
ス
を
想
定
し
て
、
例
外
規

定
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

税
務
代
理
人
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
提
供
す
る

場
合
の
本
人
確
認

　

税
務
代
理
人
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
提
供
す
る

場
合
の
本
人
確
認
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。

　

税
務
代
理
の
委
嘱
を
受
け
て
い
る
税
理
士
が

税
務
当
局
に
対
し
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
提
供
す

る
場
合
、
①
代
理
権
の
確
認
、
②
代
理
人
の
身

元
確
認
、
③
本
人
の
番
号
確
認
─
─
の
三
つ
が

必
要
で
す
。
代
理
権
の
確
認
は
、
税
務
代
理
権

限
証
書
で
確
認
し
、
代
理
人
の
身
元
確
認
は
、

税
理
士
証
票
で
確
認
し
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
日
本
税
理
士
会
連
合
会
と
国
税
庁
で
申

し
合
わ
せ
を
し
て
お
り
、
取
扱
い
を
統
一
す
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

書
面
提
出
分
で
は
、
添
付
さ
れ
た
税
務
代
理

権
限
証
書
の
確
認
に
よ
り
、
代
理
権
を
確
認
し

ま
す
。
税
務
代
理
権
限
証
書
の
添
付
が
な
い
場

合
に
は
、
納
税
者
ご
本
人
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
提
供
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。

　

ま
た
、
税
務
代
理
権
限
証
書
は
、
申
告
書
等

の
提
出
の
都
度
、
添
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

（
当
初
提
出
分
の
写
し
で
も
可
）
の
で
ご
理
解

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
代
理
人
の
身
元
確
認
に
つ
い
て
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は
、
番
号
法
上
は
運
転
免
許
証
や
パ
ス
ポ
ー
ト

な
ど
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
税
務
関
係
手

続
に
お
い
て
は
、
ニ
セ
税
理
士
の
防
止
や
、
税

務
当
局
の
本
人
確
認
事
務
の
効
率
化
と
い
う
運

用
上
の
観
点
か
ら
、「
税
理
士
証
票
」
の
提
示

又
は
写
し
の
添
付
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
税

務
署
窓
口
で
の
提
出

時
に
も
、
混
雑
緩
和

等
の
観
点
か
ら
、
1

件
別
に
写
し
を
添
付

す
る
よ
う
に
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
税
理
士
事
務

所
の
事
務
員
の
方
な

ど
が
税
務
署
の
窓
口

で
申
告
書
等
を
提
出

す
る
場
合
も
、
郵
送

等
の
取
扱
い
に
準
じ

て
、
代
理
人
で
あ
る

税
理
士
の
「
税
理
士

証
票
」
の
写
し
を
添

付
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

税
務
代
理
の
委
嘱

を
受
け
る
の
が
法
人

の
場
合
は
、
代
理
権

の
確
認
及
び
本
人
の

番
号
確
認
に
つ
い
て
は
、
税
理
士
の
場
合
と
同

じ
で
す
。
法
人
の
身
元
確
認
は
、
法
人
が
実
在

す
る
こ
と
と
、
現
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
供
を

行
う
方
が
そ
の
法
人
に
所
属
し
て
い
る
こ
と
の

関
係
を
示
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
点
に
つ

い
て
も
、
日
税
連
と
国
税
庁
の
申
し
合
わ
せ
で

社
員
税
理
士
等
の
「
税
理
士
証
票
」
の
提
示
又

は
写
し
の
添
付
を
も
っ
て
確
認
を
行
う
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

　

税
理
士
法
人
の
代
理
送
信
は
、
個
人
の
代
理

送
信
と
あ
ま
り
変
わ
り
は
な
く
、
従
来
の
電
子

申
告
の
手
続
の
過
程
に
お
い
て
、
税
務
当
局
で

税理士の場合

税理士法人の場合

○税務関係手続においては、代理人から個人番号の提供があったものか否かを、原
則として税務代理権限証書の提出の有無により判断します。

○税務代理権限証書の提出がない場合は、原則として納税者本人から個人番号の提
供があったものとして取り扱います。

○番号法上、法人代理人の「身元確認」については、以下の２つの確認が求められて
います。
①法人実在確認 　法人が実在することの確認

②関係性確認 　現に個人番号の提供を行う者が当該法人に所属していることの
関係を確認

　税理士法人の身元確認においては、運用上、税理士法人の社員税理士又は所属税
理士（以下「社員税理士等」という。）を「現に個人番号の提供を行う者」として取り
扱います。 

確認項目
本人確認書類等

書面提出分 代理送信分

代理権の確認 税務代理権限証書の添付（※1）
①税務代理権限証書データの添付
②納税者本人の利用者識別番号の 
入力

代理人の身元確認 税理士証票の提示又は写しの
添付（※2、3） （税理士の）電子証明書の添付

本人の番号確認 個人番号カード又は通知カード
の写しの添付

地方公共団体情報システム機構への
照会等

※1　�税務代理の委嘱を受けている場合には、申告書等の提出の都度、添付する必要があります（当初提出分
の写しでも可）�。

※2　�税務署窓口で提出する際にも、混雑緩和等の観点から、1件別に写しを添付するようにしてください。
※3　�税理士事務所の従業員等が税務署の窓口で申告書等を提出する場合も、郵送等の取扱いに準じて代

理人である税理士の「税理士証票」の写しを提出する必要があります。　

※１　�税理士証票に税理士法人名が記載されているため、法人実在確認及び関係性確認が可能。
※２　�税務署窓口で申告書等を提出する際の対応及び税理士法人に勤務する税理士資格を有しない

従業員等が提出する場合の対応については、税理士の場合の取扱いと同様。

「代理権の確認」及び「本人の番号確認」については、税理士の場合の取扱いと同様。

【書面提出の場合における身元確認書類】
　○社員税理士等の「税理士証票」の提示又は写しの添付（郵送等の場合は写しの添付）

（講演資料より）
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法
人
が
実
在
し
て
い
る
こ
と

や
、
そ
の
関
係
性
を
確
認
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
社
員
税
理
士
等

が
退
職
さ
れ
て
、
勤
務
先
が

変
わ
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、

退
職
し
た
法
人
の
顧
問
先
の

申
告
情
報
を
閲
覧
で
き
る
よ

う
な
状
態
は
、
特
定
個
人
情

報
保
護
の
観
点
か
ら
問
題
が

あ
る
た
め
、
新
た
な
代
理
送

信
用
の
I
D
を
取
得
し
て
い

た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
番
号
制
度
導

入
後
は
、
従
来
に
も
増
し
て

代
理
送
信
用
I
D
の
取
扱
い

を
徹
底
す
る
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用・提
供・収
集
制
限

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
・
提
供
・
収
集
制
限

に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。

　

本
人
確
認
の
後
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
付
き
の
特

定
個
人
情
報
を
会
社
と
し
て
、
あ
る
い
は
事
務

所
と
し
て
保
管
す
る
際
は
、
漏
え
い
し
な
い
よ

う
保
護
措
置
を
施
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
特
定
個
人
情
報
保

護
委
員
会
が
所
管
し
て
お
り
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w

w
.ppc.go.jp/

）
を
検
索
し
て
い

た
だ
く
と
、「
特
定
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱

い
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
事
業
者
編
）」
や
、

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
関
す
る
「
Q
&
A
」
な
ど
が

掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
是
非
ご
覧
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
具
体
的
な
特
定
個
人
情

報
の
保
管
方
法
や
、
本
人
確
認
の
タ
イ
ミ
ン
グ

な
ど
が
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
に
は
、
利
用
・
提
供
・
収
集
の
制
限

が
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
冒
頭
で
申
し
上

げ
ま
し
た
と
お
り
、
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る

社
会
保
障
・
税
・
災
害
対
策
の
分
野
で
し
か
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
は
使
え
ま
せ
ん
。
ま
た
、
目
的
な

く
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
供
・
収
集
は
認
め
ら
れ

て
お
り
ま
せ
ん
。

　

特
定
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
要

求
さ
れ
る
項
目
が
多
い
の
で
、
他
の
企
業
等
に

委
託
す
る
こ
と
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
委
託
先
に
取

扱
い
を
任
せ
た
場
合
で
も
「
番
号
法
に
基
づ
い

て
委
託
者
自
ら
が
果
た
す
べ
き
安
全
管
理
措
置

と
同
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
必
要

か
つ
適
切
な
監
督
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
例
え
ば
あ
る
会
社
が
A
社
に

特
定
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
委
託
す
る
場
合
、

委
託
先
A
社
の
設
備
、
技
術
水
準
、
従
業
者
に

対
す
る
監
督
・
教
育
の
状
況
、
そ
の
他
委
託
先

の
経
営
環
境
等
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

源
泉
徴
収
票
や
支
払
調
書
の
作
成
事
務
の
受

託
を
顧
問
先
か
ら
受
け
て
い
る
税
理
士
事
務
所

の
場
合
、
顧
問
先
は
、
委
託
先
の
税
理
士
事
務
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《
取
扱
規
程
等
の
策

定
》

　

取
扱
規
程
と
は
、

管
理
段
階
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
①
取
得
、

②
利
用
、
③
保
存
、

④
提
供
、
⑤
削
除
・

廃
棄
）
ご
と
に
、
責

任
者
・
事
務
取
扱
担

当
者
及
び
そ
の
任
務

に
つ
い
て
定
め
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
取
扱
規
程

等
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
上
は
、
策
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

《
組
織
的
安
全
管
理

措
置
に
つ
い
て
》

　

組
織
的
安
全
管
理

措
置
と
は
、
例
え
ば
、

実
際
に
特
定
個
人
情

報
を
取
り
扱
う
部
署
、

担
当
者
、
監
督
す
る

者
な
ど
漏
え
い
が
起

き
た
と
き
の
ダ
メ
ー

ジ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を

所
に
よ
る
監
督
・
教
育
は
行
き
届
い
て
い
る
か
、

経
営
環
境
は
し
っ
か
り
し
て
い
る
か
な
ど
を
確

認
す
る
義
務
が
あ
り
、
ま
た
、
契
約
内
容
に
も
、

秘
密
保
持
義
務
や
事
務
所
内
か
ら
の
特
定
個
人

情
報
の
持
ち
出
し
禁
止
等
の
事
項
を
盛
り
込
む

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
日
税
連
か
ら
『
税
理
士
の
た
め

の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
対
応
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
入
門
』

と
い
う
冊
子
が
発
行
さ
れ
て
お
り
、
業
務
上
の

ひ
な
型
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
参
照

く
だ
さ
い
。

事
業
者
が
講
ず
べ
き
安
全
管
理
措
置
の
要
点

「
特
定
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
関
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
示
さ
れ
て
い
る
、
事
業
者

が
講
ず
べ
き
安
全
管
理
措
置
の
要
点
に
つ
い
て
、

ご
説
明
し
ま
す
。

《
基
本
方
針
の
策
定
に
つ
い
て
》

　

基
本
方
針
と
は
、
特
定
個
人
情
報
を
取
り
扱

う
た
め
の
組
織
と
し
て
の
取
扱
方
針
で
す
。
基

本
方
針
に
定
め
る
項
目
と
し
て
は
、
例
え
ば
、

関
係
法
令
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
遵
守
や
、
安

全
管
理
措
置
に
関
す
る
事
項
な
ど
が
考
え
ら
れ

ま
す
。
ま
た
、
基
本
方
針
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

上
は
、
策
定
し
て
い
た
だ
い
た
方
が
望
ま
し
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

（講演資料より）

対象業務の洗い出し 対処方針の検討 マイナンバー（法人番号を含む）収集対象者への周知

委託先・再委託先の監督等

関連システムの改修（自社にてシステム構築を行っている場合）

①マイナンバーの
記載が必要な書
類の確認

①組織体制の整備、社内規程の
見直し、担当部門・担当者の明
確化等

①収集までのスケジュールの提示（収集開始時期
等の確定）

②教育・研修
③利用目的の確定・提示

①委託先の選定
②必要かつ適切な監督を行うための契約の締結
（取扱い状況を把握する方法を含む）

①人事給与システム
②健康保険組合システム
③企業年金システム（時期は今後政府から示され

る予定）

④収集スケジュールの策定

③物理的安全管理措置の検討
（区域管理、漏えい防止等）

②身元（実在）確認・番号確認方
法に係る検討、明確化等

②マイナンバー収
集対象者の洗い
出し

申告書・
法定調書等

組織体制
   責任者○○

個人番号の提供

収集スケジュール、目的の
提示・教育及び研修

委託先の選定・監督

委託元 委託先

システム改修

番号・身元確認

取得

利用
保存・廃棄
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　従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。

　不動産等の譲受けの対価の支払調書について、対象資産が共有持分の場合、どのように記載すればいいですか。

　税務調査で安全管理措置が適当か確認することはありますか。

　特定個人情報を取り扱う情報システムにクラウドサービス契約のように外部の事業者を活用している場合、番号
法上の委託に該当しますか。

　従業員等の個人番号が記載された給与所得の扶養控除等申告書などの漏えいがあった場合、担当者や企業が
罰せられるのですか。

答

答

答

答

答

Q1

Q2

Q4

Q3

Q5

　法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提
出せず、個人番号の記載は、法律（国税通則法、所得税法等）で定められた義務であることを伝え、提供を求めてく
ださい。 
　それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でな
いことを明確にしておいてください。 
　経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判
別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。 
　なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番
号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということ
はありません。

　「不動産等の譲受けの対価の支払調書」については、現在、共有持分に係る支払調書を共有者ごとに作成するこ
とになっています。番号制度の導入後についても現在と同様に、共有者ごとに支払調書を作成し、提出していただ
くことになります。

　特定個人情報の安全管理措置の適否の判断については、特定個人情報保護委員会が所掌しており、国税当局
は判断する立場にないため、確認をすることはありません。

　クラウドサービスや保守サービスが委託に該当するのは、「サービス事業者がその契約内容を履行するに当
たって個人番号をその内容に含む電子データを取り扱うのかどうか」が判断基準となります。そのサービス事業者
がその電子データを取り扱わない場合には、個人番号関係事務の委託を受けたとみることはできませんので、番
号法上の委託には該当しません。契約条項に、そのサービス事業者がその電子データを取り扱わない旨を定め、
適切にアクセス制御を行っていることを盛り込んでおくことが考えられます。

　番号法では、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっており、例えば、給与所得の扶養控除
等申告書などの取りまとめや法定調書の作成・提出を行う従業員が正当な理由なく故意に個人番号を含む情報漏
えいをさせた場合、刑事罰が科されます。
　一方、サイバー攻撃による漏えいなど、故意でなく過失による漏えいには、刑事罰は科されません。
　また、漏えいした企業に対する罰則も規定されていますが、企業が従業員への指導等、一定の安全管理措置を
講じていれば、企業に刑事罰が科されることはありません。

（講演資料より）
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含
め
、
ど
の
よ
う
な
体
制
を
整
備
す
る
か
を
決

め
る
こ
と
で
す
。

《
人
的
安
全
管
理
措
置
に
つ
い
て
》

　

人
的
安
全
管
理
措
置
と
は
、
事
務
取
扱
担
当

者
の
監
督
・
教
育
を
す
る
こ
と
で
す
。

《
物
理
的
安
全
管
理
措
置
に
つ
い
て
》

　

物
理
的
安
全
管
理
措
置
と
は
、
特
定
個
人
情

報
を
取
り
扱
う
区
域
の
管
理
な
ど
の
こ
と
で
す
。

例
え
ば
、
あ
る
程
度
の
規
模
が
あ
る
場
合
で
あ

れ
ば
、
部
屋
を
分
け
る
、
中
か
ら
施
錠
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
、
そ
こ
ま
で
の
規
模
が
な
い
場

合
で
あ
れ
ば
、
配
席
を
工
夫
す
る
、
席
を
隣
と

離
す
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
で
す
。
他
に
は
、

特
定
個
人
情
報
が
紙
で
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合

と
、
そ
う
で
は
な
い
場
合
と
を
分
け
て
管
理
す

る
、
鍵
の
管
理
も
別
の
体
系
を
作
る
、
電
子
媒

体
を
持
ち
出
す
際
の
管
理
の
仕
方
な
ど
物
理
的

な
工
夫
を
す
る
こ
と
で
す
。

《
技
術
的
安
全
管
理
措
置
》

　

技
術
的
安
全
管
理
措
置
と
は
、
ア
ク
セ
ス
制

御
や
ア
ク
セ
ス
者
の
識
別
と
認
証
、
外
部
か
ら

の
不
正
ア
ク
セ
ス
等
の
防
止
と
い
う
シ
ス
テ
ム

上
の
措
置
を
取
る
こ
と
で
す
。

　

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
安
全
管
理
措
置
に
つ
い

て
は
、
中
小
規
模
事
業
者
に
対
し
て
実
務
へ
の

影
響
が
配
慮
さ
れ
て
お
り
、
特
例
が
設
け
ら
れ

て
い
る
の
で
、
詳
し
く
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
破
棄
の
問
題
と
過
失
責
任

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
廃
棄
の
問
題
に
つ
い
て
ご

説
明
し
ま
す
。

　

法
律
で
限
定
的
に
明
記
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、

特
定
個
人
情
報
を
収
集
又
は
保
管
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
た
め
、
社
会
保
障
や
税
に
関
す
る
手

続
書
類
の
作
成
事
務
を
処
理
す
る
必
要
が
な
く

な
っ
た
場
合
で
、
所
管
法
令
に
お
い
て
定
め
ら

れ
て
い
る
保
存
期
間
を
経
過
し
た
場
合
に
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
廃
棄

又
は
削
除
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご

注
意
願
い
ま
す
。

　

過
失
責
任
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。

　

特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
は
、
特
定
個
人

情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
監
視
・
監
督
（
立
入

検
査
、
報
告
徴
求
、
指
導
、
助
言
、
勧
告
、
命

令
等
の
権
限
の
行
使
）
を
行
い
ま
す
。
番
号
法

の
罰
則
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
保
護
法
の
量

刑
の
お
お
む
ね
1.5
倍
〜
2
倍
と
言
わ
れ
て
お
り
、

厳
罰
化
が
講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が

ら
、
事
務
所
、
あ
る
い
は
顧
問
先
で
、
安
全
管

理
措
置
を
一
通
り
取
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
例
え
ば
、
強
烈
な
ハ
ッ
キ
ン
グ
を
受
け
て

情
報
が
漏
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
処
罰
に
か
け
ら
れ

る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
ご
認
識
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
刑
事
罰
と
い
う
の
は
故
意
犯
が
原

則
で
す
が
、
民
事
上
の
責
任
は
故
意
の
場
合
に

加
え
、
過
失
の
場
合
も
責
任
が
問
わ
れ
ま
す
。

過
失
の
程
度
に
応
じ
て
、
実
際
に
特
定
個
人
情

報
が
漏
れ
た
こ
と
に
よ
る
被
害
に
つ
い
て
、
賠

償
責
任
が
問
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
併

せ
て
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
こ

と
な
の
で
す
が
、
具
体
的
に
は
、
事
務
所
、
会

社
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
す
る
必
要
の
あ
る

書
類
、
記
載
す
る
必
要
の
あ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
持
ち
主
な
ど
を
、
し
っ
か
り
洗
い
出
し
て
把

握
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
各
種
書

類
を
役
所
に
提
出
す
る
ま
で
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を

お
持
ち
で
し
た
ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
へ
の
対
応

を
付
加
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
、
担
当
者
や

担
当
部
署
を
確
定
さ
せ
て
、
責
任
者
も
決
め
て
、

社
内
規
定
を
も
う
一
度
整
理
す
る
な
ど
し
て
万
全

な
準
備
を
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
ど
も
国
税
庁
と
し
ま
し
て
も
、
引
き
続
き

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
普
及
・
定
着
の
た
め
に

努
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
皆
さ
ま
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
構
成
／
T
K
C
出
版　

古
市　

学
）


